
会費に関する規則 

 

（目的） 

第１条 この規則は、定款第７条に基づく会費の額を定めることを目的とする。 

 

（会費の額） 

第２条 定款第５条に定める会員の会費は、次に掲げる額とする。 

（１）正会員  月額５,５００円 

（２）賛助会員  月額５,５００円 

 

（賛助会員の会費への対応） 

第３条 前条第２号に定める賛助会員の会費は、５０％以上を公益目的事業を行うため 

に使用する。 

 

（規則の改廃） 

第４条 この規則の改廃は、総会の議決による。 

 

附 則 

 

１．この規則は、公益社団法人神奈川県宅地建物取引業協会の設立の登記の日から施行する。 

２．平成２８年６月３日一部改正、１０月１日施行。（平成２８年１０月分会費から月額

５,５００円適用） 

３．平成３０年６月１日一部改正、１０月１日施行。 

４．令和３年１１月１９日一部改正、同日施行。 

第２条に定める会費は、令和４年１月から３月分の３か月間に限り免除する。 


